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ウメ（和歌山県）

紀州南高梅は和歌山県の名産品とし
て知られます。その主要産地である

「南部梅林」では2月から3月にかけ
て山肌の斜面に芳香を放つ白い梅の
花が咲き競い、「一目百万、香り十
里」といわれる光景が広がります。
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基本理念
私たちの使命

私たちは、国民の皆様に信頼
される専門機関として、
診療報酬の「適正な審査」と

「迅速な支払」を通じ、
国民の皆様にとって大切な医
療保険制度を支えます。

今月の表紙
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審査委員長に伺いました。
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改
正
基
金
法
の
施
行
（
令
和
3
年
4
月
1
日
）
に
よ
り
、
支
払
基
金
の
業
務
運

営
に
関
す
る
理
念
と
し
て
、
適
正
な
レ
セ
プ
ト
の
提
出
に
向
け
た
保
険
医
療
機
関

及
び
保
険
薬
局
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
支
援
が
位
置

づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
支
払
基
金
で
は
、
次
の
取
組
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

①
審
査
結
果
理
由
の
明
確
化

②
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
係
る
告
示
・
通
知
に
基
づ
く
査
定
の
文
書
等
で
の
連

絡
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
適
し
た
レ
セ
プ
ト
様
式
の
見
直
し

④
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
ル
ー
ル
の
公
開

⑤
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
請
求
前
の
段
階
で
レ
セ
プ
ト
の
エ
ラ
ー
を
修
正
す

る
仕
組
み
の
拡
充

⑥
診
療
担
当
者
団
体
等
と
連
携
し
た
説
明
会
等

　

今
号
で
は
①
〜
④
の
取
組
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
は
、
医
師
等
の
専
門
職
で
あ
る
審
査
委
員
が
、
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
と

し
て
、
医
師
等
が
患
者
の
状
態
に
応
じ
て
適
切
な
診
療
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
保

険
診
療
ル
ー
ル
に
照
ら
し
て
、
実
際
の
臨
床
現
場
で
の
診
療
が
ル
ー
ル
に
則
っ
て

妥
当
・
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
審
査
委
員
の
専
門
的
知
識
と
臨
床
経

験
に
基
づ
き
、
医
学
的
・
薬
学
的
に
判
断
を
す
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
審
査
は
、
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
の
請
求
を
減
点
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
保
険
診
療
ル
ー
ル
を
多
様
な
臨
床
現
場
に
あ

て
は
め
、
両
者
の
間
を
埋
め
な
が
ら
、
診
療
の
妥
当
性
を
判
断
し
て
い
ま
す
。

適
正
な
レ
セ
プ
ト
提
出
促
進
に

向
け
た
取
組
～
各
取
組
の
現
況
～

　

支
払
基
金
で
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
診
療
担
当
者
に
対
す
る
診
療
報
酬
の
適
正
な
請
求
に
資
す
る
支
援
」

と
し
て
、
適
正
な
診
療
（
調
剤
）
報
酬
明
細
書
（
以
下
「
レ
セ
プ
ト
」
と
い
う
。）
の
提
出
促
進
に
向
け
た
取
組
を
よ
り一
層
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

今
号
で
は
、
適
正
な
レ
セ
プ
ト
提
出
促
進
に
向
け
た
取
組
と
そ
の
実
施
状
況
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

適
正
な
レ
セ
プ
ト
の
提
出
に
向
け
た
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
に
対
す
る
支
援

特集
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ま
ず
は
じ
め
に
、
審
査
結
果
理
由
の

明
確
化
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

支
払
基
金
で
は
、
平
成
28
年
2
月
か

ら
審
査
の
信
頼
性
の
向
上
に
資
す
る
た

め
、
審
査
結
果
に
関
す
る
的
確
な
説
明

を
実
施
す
る
こ
と
と
し
、
保
険
医
療
機

関
等
か
ら
の
電
子
レ
セ
プ
ト
請
求
に
対

す
る
原
審
査
の
審
査
結
果
が
「
査
定
」

で
あ
る
場
合
及
び
保
険
者
か
ら
の
電
子

レ
セ
プ
ト
に
よ
る
再
審
査
請
求
の
審
査

結
果
が
「
原
審
ど
お
り
」
で
あ
る
場
合

の
審
査
結
果
の
「
具
体
的
な
理
由
」
の

連
絡
欄
へ
の
記
載
の
充
実
を
図
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
。

　

平
成
28
年
度
か
ら
、
説
明
責
任
の
履

行
に
係
る
指
標
と
し
て
、
審
査
結
果
理

由
の
連
絡
欄
へ
の
記
載
割
合
に
つ
い
て

数
値
目
標
を
設
定
し
、
記
載
の
充
実
を

進
め
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
令
和
元
年
度
か
ら
は
、
数
値

目
標
に
対
す
る
分
析
用
デ
ー
タ
（
支
部

別
記
載
割
合
及
び
個
人
別
の
記
載
内

容
・
割
合
等
）
を
作
成
し
、
更
な
る
記

載
割
合
の
向
上
等
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

令
和
3
年
度
に
お
い
て
は
、
審
査
結

果
理
由
の
記
載
割
合
1
0
0
％
を
目
指

し
つ
つ
、
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
の
適

正
な
レ
セ
プ
ト
提
出
に
向
け
た
支
援
及

び
保
険
者
か
ら
の
再
々
審
査
請
求
減
少

に
向
け
、
審
査
結
果
に
つ
い
て
理
解
を

得
ら
れ
る
よ
う
、
審
査
結
果
理
由
の
記

載
内
容
ま
で
踏
み
込
ん
で
、
よ
り
質
の

高
い
記
載
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
お

り
、
今
後
も
継
続
し
て
い
き
ま
す
。

　

令
和
3
年
度
の
記
載
割
合
の
平
均
は
、

令
和
3
年
11
月
現
在
で
、
原
審
査
に
お

い
て
は
99
・
95
％
、
再
審
査
に
お
い
て

は
99
・
33
％
と
な
っ
て
い
ま
す
（
図
表

１
）。

90.5% 97.7% 
99.95%

80.9% 95.9% 
99.33%

70%

90%
100%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

令和元年度 令和２年度 令和３年度

原審査 再審査 原審査目標 再審査目標

90% 100%100%

審
査
結
果
理
由
の
明
確
化

図表１●記載割合の推移（直近３年分の年度平均）

※令和元年度・令和２年度は少数点以下第２位を四捨五入
　令和３年度においては少数点以下第２位を四捨五入をした場合100%となるため、少数点以下第３位を四捨五入とする。
※令和３年度は令和３年４月審査～ 11月審査分
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次
に
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
係

る
告
示
・
通
知
（
以
下
「
算
定
ル
ー
ル
」

と
い
う
。）
に
基
づ
く
査
定
の
文
書
等
で

の
連
絡
に
よ
る
取
組
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
ま
す
。

　

こ
の
取
組
は
「
保
険
医
療
機
関
等
に

お
い
て
、
１
か
月
に
算
定
ル
ー
ル
に
基

づ
く
査
定
（
図
表
２
）
が
同
一
事
例
で

５
か
所
以
上
（
1
枚
の
レ
セ
プ
ト
に
同

一
査
定
が
複
数
か
所
あ
る
場
合
は
1
か

所
と
し
て
集
計
）」
あ
っ
た
場
合
に
、
文

書
又
は
電
話
に
よ
り
連
絡
す
る
も
の
で
、

こ
れ
に
よ
り
、
保
険
医
療
機
関
等
に
対

し
適
正
な
レ
セ
プ
ト
提
出
の
支
援
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
ま
で
、
支
部
ご
と
に
独

自
の
基
準
で
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、

令
和
2
年
度
か
ら
は
全
国
統
一
の
基
準

に
よ
り
試
行
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
文
書
又
は
電
話
で
の
連
絡
だ

け
で
は
、
保
険
医
療
機
関
等
の
皆
さ
ま

に
納
得
い
た
だ
け
る
説
明
が
で
き
て
い

な
い
場
合
に
は
、
保
険
医
療
機
関
等
へ

出
向
き
、
対
面
で
適
正
な
レ
セ
プ
ト
の

提
出
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

令
和
3
年
度
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に

支
部
に
お
け
る
進
捗
管
理
方
法
を
統
一

し
、
前
述
の
取
組
が
順
調
に
行
わ
れ
て

い
る
か
、
統
一
化
し
た
基
準
は
適
切
で

あ
る
か
を
確
認
し
な
が
ら
、
試
行
的
な

実
施
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
3
年
4
月
か
ら
10
月
の
間
に
お

い
て
、
ひ
と
月
当
た
り
6
0
0
事
例
程

度
の
文
書
又
は
電
話
に
よ
る
連
絡
を
実

施
し
て
お
り
、
実
際
に
保
険
医
療
機
関

等
に
文
書
連
絡
を
行
っ
た
も
の
に
は
、

以
下
の
よ
う
な
事
例
が
あ
り
ま
す
。（
図

表
３
）

　

算
定
ル
ー
ル
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
の
誤

り
は
、
特
に
2
年
に
一
度
の
診
療
報
酬

改
定
直
後
に
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

令
和
4
年
度
は
そ
の
改
定
年
度
に
あ
た

る
の
で
、
保
険
医
療
機
関
等
に
向
け
た

連
絡
も
増
え
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

令
和
4
年
度
か
ら
は
、
令
和
2
年
度

区分 記号 増減点事由

審査委員会の決定による医学的
な理由に基づく算定

A
療養担当規則等に照らし、医学的に
保険診療上適応とならないもの

B
療養担当規則等に照らし、医学的に
保険診療上過剰・重複となるもの

C
療養担当規則等に照らし、Ａ・Ｂ以
外で医学的に保険診療上適当でない
もの

告示・通知に基づく算定 D
告示・通知の算定要件に合致してい
ないと認められるもの

事務上に関するもの

F 固定点数が誤っているもの

G 請求点数の集計が誤っているもの

H 縦計計算が誤っているもの

K その他

図表２●増減点（査定）事由一覧（アルファベットにより査定事由を表しています）

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
係
る
告
示
・
通
知

に
基
づ
く
査
定
の
文
書
等
で
の
連
絡

4月刊基金 February 2022



及
び
3
年
度
の
試
行
的
実
施
の
結
果
を

踏
ま
え
取
組
内
容
を
見
直
し
、
本
格
的

に
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

改
定
後
早
期
に
算
定
ル
ー
ル
に
よ
る

レ
セ
プ
ト
の
誤
り
を
改
善
し
、
適
正
な

レ
セ
プ
ト
請
求
の
支
援
と
な
る
よ
う
、

現
在
の
取
組
を
積
極
的
に
実
施
し
て
い

き
ま
す
。

　

ま
た
、
算
定
ル
ー
ル
以
外
の
医
学
的

な
内
容
に
よ
る
請
求
誤
り
に
対
し
て
は
、

審
査
委
員
会
か
ら
保
険
医
療
機
関
等
に

対
し
て
文
書
又
は
電
話
連
絡
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

保
険
医
療
機
関
等
か
ら
提
出
さ
れ
た

レ
セ
プ
ト
の
審
査
だ
け
で
な
く
、
こ
れ

ま
で
培
っ
た
保
険
診
療
ル
ー
ル
の
知
識

を
も
っ
て
、
今
後
と
も
保
険
医
療
機
関

等
に
対
し
て
レ
セ
プ
ト
の
記
載
事
項
等

を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
き
ま
す

の
で
、
適
正
な
レ
セ
プ
ト
の
請
求
に
向

け
た
取
組
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

次
に
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に

適
し
た
レ
セ
プ
ト
様
式
の
見
直
し
」
と

し
て
行
っ
て
い
る
「
選
択
式
記
載
コ
ー

ド
」
の
取
組
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

選
択
式
記
載
コ
ー
ド
と
は

　

平
成
30
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
お
い

て
、
保
険
医
療
機
関
等
が
電
子
レ
セ
プ

ト
に
よ
る
請
求
を
行
う
場
合
、
厚
生
労

働
省
通
知
「
診
療
報
酬
請
求
書
等
の
記

載
要
領
等
に
つ
い
て
※
１
」（
以
下
「
記

載
要
領
通
知
」
と
い
う
。）
の
別
表
Ⅰ

（
図
表
４
）
に
お
い
て
、「
レ
セ
プ
ト
電

算
処
理
シ
ス
テ
ム
用
コ
ー
ド
」
が
記
載

さ
れ
た
項
目
（
診
療
行
為
等
）
に
つ
い

て
は
、
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
選
択
の
上
、

請
求
す
る
規
定
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
コ
ー
ド
を
「
選
択
式
記
載
コ
ー

ド
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

　

選
択
式
記
載
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、

令
和
2
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
よ
り
更

に
拡
充
さ
れ
、
令
和
2
年
10
月
診
療

（
調
剤
）
分
以
降
、
当
該
拡
充
分
を
含

め
、
保
険
医
療
機
関
等
は
該
当
す
る

コ
ー
ド
を
選
択
し
て
請
求
す
る
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。

※
１　

診
療
報
酬
請
求
書
等
の
記
載
要
領
等
に
つ
い

て
（
昭
和
51
年
8
月
7
日
保
険
発
第
82
号
：

令
和
2
年
度
診
療
報
酬
改
定
後 

令
和
2
年
3

月
27
日
保
医
発
0
3
2
7
第
1
号
）

図表３●文書連絡の主な事例

D 項査定 5 か所以上の
診療行為等

連絡内容

初診料（同一日複数診療
科の２科目）

当月の診療開始傷病名がなく初
診料（同一日複数診療科の２科
目）の算定

小児抗菌薬適正使用支援
加算

同日に抗菌薬の投与がある場合
の小児抗菌薬適正使用支援加算
の算定

処方箋料（その他）
在宅医療にかかる薬剤のみでの
処方箋料の算定

外来迅速検体検査加算
患者に対し全ての加算対象の検
査結果を情報提供していない場
合の算定

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク
に
適
し
た

レ
セ
プ
ト
様
式
の
見
直
し

選
択
式
記
載
コ
ー
ド
の

導
入
の
背
景

　

中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
お
け

る
平
成
30
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
向
け

た
議
論
の
中
で
、
医
療
機
関
等
に
お
け

る
業
務
の
効
率
化
・
合
理
化
の
観
点
か

ら
、
診
療
報
酬
明
細
書
に
つ
い
て
、
算

定
理
由
等
の
摘
要
欄
へ
の
記
載
事
項
を

選
択
肢
と
す
る
等
の
対
応
を
行
う
と
さ

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
支
払
基
金
業
務
効
率
化
・
高

度
化
計
画
」（
平
成
29
年
7
月
4
日
）
に

＊ D項査定…告示・通知の算定要件に合致していないと認め
られるもの
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お
け
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に

適
し
た
レ
セ
プ
ト
様
式
の
見
直
し
等
」

と
し
て
、
今
後
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
段
階
で
判
別
し
や
す
い
よ
う
、

定
性
的
な
記
載
項
目
に
つ
い
て
は
、
電

子
レ
セ
プ
ト
上
で
保
険
医
療
機
関
等
が

選
択
で
き
る
方
式
の
導
入
を
進
め
る
と

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
平
成
30
年
度
診

療
報
酬
改
定
に
お
い
て
記
載
要
領
通
知

が
改
正
さ
れ
、
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
の

規
定
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
続
い
て
、

令
和
2
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て

も
、
画
像
診
断
の
撮
影
部
位
等
を
選
択

式
化
す
る
な
ど
の
拡
充
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
結
果
、
現
在
、
レ
セ
プ
ト
の
摘

要
欄
へ
の
記
載
事
項
等
の
う
ち
、
96
・

1
％
が
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
に
対
応
し

た
項
目
に
移
行
し
て
い
ま
す
。（
図
表

５
）選

択
式
記
載
コ
ー
ド
に
係
る

支
払
基
金
の
対
応

　

請
求
さ
れ
た
診
療
行
為
等
に
対
応
し

た
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
が
記
録
さ
れ
て

い
な
い
レ
セ
プ
ト
（
以
下
「
記
録
な
し

項番 区分
診療行為
名称等

記載事項

レセプト
電算処理
システム
用コード

左記コードによるレセプト表示文言

288 E001
写真診断

１単純撮影

撮影部位を選択して
記載すること。
選択する撮影部位が
ない場合はその他を
選択し、具体的部位
を記載すること。
なお、四肢について
は、左・右・両側の
別を記載すること。

820181000 撮影部位（単純撮影）：頭部

820181100
撮影部位（単純撮影）：頚部（頚椎を
除く）

820181220
撮影部位（単純撮影）：胸部（肩を除
く）

820181300 撮影部位（単純撮影）：腹部

820181340
撮影部位（単純撮影）：骨盤（仙骨部・
股関節を除く）

820181120 撮影部位（単純撮影）：頚椎

820181240 撮影部位（単純撮影）：胸椎

820181310 撮影部位（単純撮影）：腰椎

（略）

830189000 撮影部位（単純撮影）：その他；******

図表４●別表Ⅰ　診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（医科）＜一部抜粋＞

記載要領通知別表Ⅰの掲載先
・厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)に掲載されています。

ホーム → 政策について → 分野別の政策一覧 → 健康・医療 → 医療保険 → 診療報酬関連情報→令
和2年度診療報酬改定 → 第３ 関係法令等 → 【通知】(6)

保医発 0327 第１号　別表 I
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レ
セ
プ
ト
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
は
、

記
載
要
領
通
知
に
係
る
不
備
に
よ
り
、

原
則
、
保
険
医
療
機
関
等
へ
の
返
戻
と

な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
令
和
2
年
度
診
療
報
酬

改
定
に
お
け
る
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
の

記
載
開
始
月
で
あ
る
令
和
2
年
11
月
審

査
（
10
月
診
療
）
分
に
お
い
て
、
多
数

の
記
録
な
し
レ
セ
プ
ト
が
請
求
さ
れ
る

こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
目
的
と
し
て
、「
支

払
基
金
か
ら
の
ご
案
内
（
同
年
9
月

号
）」
に
よ
り
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
に

係
る
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
同
年
10

月
上
旬
に
支
払
基
金
支
部
か
ら
電
子
レ

セ
プ
ト
請
求
の
保
険
医
療
機
関
等
に
対

し
て
、
連
絡
文
書
を
送
付
す
る
対
応
を

行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
「
月
刊
基
金
（
令
和
2
年
8
月

号
）」
に
も
記
載
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
前
の
対
応
等
に
よ
り
、

保
険
医
療
機
関
等
の
準
備
に
資
す
る
こ

と
が
で
き
た
よ
う
で
、
令
和
2
年
11
月

審
査
分
に
お
い
て
は
、
選
択
式
記
載

コ
ー
ド
が
記
録
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
令
和
2
年
12
月
審
査
分
以

降
に
お
い
て
も
、
月
刊
基
金
（
令
和
3

年
2
月
号
）
に
て
記
録
な
し
レ
セ
プ
ト

の
多
い
事
例
を
掲
載
す
る
と
と
も
に
、

記
録
な
し
レ
セ
プ
ト
を
請
求
し
た
保
険

医
療
機
関
等
に
対
し
て
は
、
支
払
基
金

支
部
か
ら
適
正
な
レ
セ
プ
ト
提
出
に
向

け
た
改
善
の
要
請
を
行
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

選
択
式
記
載
コ
ー
ド
に
係
る

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク
の

実
施
状
況

　

支
払
基
金
に
お
い
て
は
、
選
択
式
記

載
コ
ー
ド
が
レ
セ
プ
ト
電
算
処
理
シ
ス

テ
ム
用
コ
ー
ド
（
電
子
レ
セ
プ
ト
に
記

録
す
る
コ
メ
ン
ト
コ
ー
ド
等
）
で
あ
る

こ
と
を
活
用
し
、
保
険
医
療
機
関
等
が

記
録
な
し
レ
セ
プ
ト
を
請
求
し
た
場
合
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
（
令

和
4
年
1
月
31
日
現
在
、
記
録
な
し
レ

セ
プ
ト
に
係
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ

ク
の
実
施
率
は
約
7
割
）
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
は
受

付
・
事
務
点
検
Ａ
Ｓ
Ｐ
※
２
に
よ
り
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
選
択
式
記
載

コ
ー
ド
の
導
入
前
に
お
い
て
は
、
記
載

事
項
不
備
の
レ
セ
プ
ト
は
返
戻
し
て
い

ま
し
た
が
、
導
入
後
は
、
保
険
医
療
機

関
等
で
は
、
受
付
・
事
務
点
検
Ａ
Ｓ
Ｐ

機
能
に
よ
り
記
録
な
し
レ
セ
プ
ト
を
速

図表５●選択式記載コード数等（令和2年度診療報酬改定後：令和4年1月31日現在）

用語の説明
・全項目数（A）
　摘要欄等への記載事項を要する項目数
・選択式記載項目数（B）
　摘要欄等への記載事項を要する項目のうち選択式として措置された項目数
・全選択式記載コード数（C）
　選択式記載に対応したコメントとして設定されているレセプト電算処理システム用コード数

全項目数（A）
選択式記載
項目数（B）

選択式記載項目率
（B）／（A）（%）

全選択式記載
コード数（C）

医科 446 423 94.8% 1,663

歯科 149 148 99.3% 426

調剤 20 20 100% 57

計 615 591 96.1% 2,146

月刊基金 February 20227



選
択
式
記
載
コ
ー
ド
に
係
る

今
後
の
取
組

　

診
療
行
為
等
の
記
載
事
項
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
の
項
目
が
選
択
式
記
載

コ
ー
ド
に
移
行
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、

今
後
も
引
き
続
き
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
に
取
り
込
む
と
と
も
に
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
率
の
向

上
の
た
め
、
記
載
内
容
の
見
直
し
を
含

め
検
討
し
、
厚
生
労
働
省
に
要
請
し
て

い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会

に
お
け
る
令
和
4
年
度
診
療
報
酬
改
定

に
向
け
た
議
論
の
中
で
、
新
た
に
医
薬

品
の
記
載
事
項
に
選
択
式
記
載
コ
ー
ド

を
導
入
す
る
こ
と
や
、
審
査
の
質
と
効

率
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

て
検
査
値
デ
ー
タ
の
記
載
を
求
め
る
こ

と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

そ
の
動
向
を
注
視
し
つ
つ
、
円
滑
な
導

入
に
向
け
て
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
内
容
が
、
令
和
4
年
度
診

療
報
酬
改
定
に
お
い
て
導
入
さ
れ
た
際

に
は
、
こ
れ
ま
で
の
診
療
報
酬
改
定
同

様
、
広
報
誌
や
連
絡
文
書
等
を
通
じ
て
、

保
険
医
療
機
関
等
及
び
保
険
者
の
皆
さ

ま
に
十
分
な
周
知
を
図
り
つ
つ
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
し
、
適
正

な
レ
セ
プ
ト
提
出
に
資
す
る
取
組
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

や
か
に
訂
正
し
、
当
月
の
う
ち
に
訂
正

し
た
レ
セ
プ
ト
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
適
正
な
レ
セ
プ
ト

提
出
に
資
す
る
と
と
も
に
、
支
払
基
金

の
業
務
処
理
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

記
録
な
し
レ
セ
プ
ト
に
係
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
支

払
基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
コ
メ
ン
ト
関

連
テ
ー
ブ
ル
（
図
表
６
）
を
公
表
し
、保

険
医
療
機
関
等
、
保
険
者
及
び
シ
ス
テ

ム
ベ
ン
ダ
ー
の
皆
さ
ま
が
チ
ェ
ッ
ク
条

件
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

※
２　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
行
う
保
険
医
療
機
関
等

が
、
支
払
基
金
の
事
務
点
検
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

利
用
し
て
、
事
前
に
記
載
事
項
等
の
不
備
を

確
認
で
き
る
機
能
。
次
ペ
ー
ジ
図
表
7
N
o
・

1
も
参
照
。

図表６●受付・事務点検ＡＳＰとコメント関連テーブルの関係

ASPとコメント関連テーブルの関係
・コメント関連テーブルの「診療行為コード」欄のコードが記載されたレセプトにおいて、対応する同テー

ブルの「コメントコード」欄の選択式記載コードの記録がない場合、ＡＳＰの対象となります。
・コメント関連テーブルについては、支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/)に掲載しています。

トップページ → 診療報酬の請求支払 → 電子点数表・基本マスター → 基本マスター → コメントマ
スター

コメント関連テーブル＜一部抜粋＞
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「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
ル
ー
ル

の
公
開
」
の
取
組
に
つ
い
て
ご
紹
介
し

ま
す
。支

払
基
金
の

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク

　

支
払
基
金
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ

ク
は
、
人
が
審
査
又
は
審
査
事
務
を
す

る
た
め
に
レ
セ
プ
ト
を
抽
出
す
る
手
段

の
一
つ
で
あ
り
、
職
員
の
審
査
事
務
を

補
助
す
る
ツ
ー
ル
で
す
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
内
容
は
、

電
子
レ
セ
プ
ト
に
対
し
て
レ
セ
プ
ト
電

算
処
理
シ
ス
テ
ム
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を

活
用
し
、
患
者
名
、
傷
病
名
、
請
求
先

で
あ
る
保
険
者
番
号
等
の
請
求
に
必
要

な
記
載
事
項
や
投
薬
、
注
射
、
手
術
等

の
請
求
点
数
に
誤
り
が
な
い
か
ど
う
か

と
い
っ
た
事
務
点
検
を
行
い
ま
す
。（
図

表
７
N
o
１
）

　

ま
た
、
診
療
内
容
が
、
保
険
診
療

ル
ー
ル
に
適
合
し
て
い
な
い
項
目
や
傷

病
名
と
医
薬
品
の
関
連
性
の
チ
ェ
ッ
ク

を
行
い
、
疑
義
の
あ
る
も
の
に
は
電
子

付
せ
ん
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
付

せ
ん
）
を
貼
付
し
ま
す
。（
図
表
７
N
o

２
〜
４
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェッ
ク
ル
ー
ル
の

公
開
の
概
要

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク
に

関
す
る
公
開

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
関
す
る
公

開
の
概
要

　
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
ル
ー
ル

の
公
開
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
30
年
3

月
に
公
開
基
準
を
策
定
し
、
保
険
医
療

機
関
等
、
保
険
者
の
関
係
団
体
の
合
意

を
得
な
が
ら
公
開
を
進
め
て
い
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク
ル
ー
ル
の
公
開

図表７●コンピュータチェック一覧及び公開対象事例

No チェック種別
チェックの

考え方
チェックの

特徴
主な

チェック事例
公開対象事例

1
受付・事務点検

（オンラインASP）
記録条件仕様をも
とにチェック

届出がない医療機
関コードが記録

医 療 機 関 情 報 レ
コードに不要な値
が記録

すべて公開

2 電子点数表
保険診療ルールを
もとにチェック

背反（どちらか一
方の算定）、包括、
算定回数等

同 日 に お い て １
回を超えるＢ－V

（採血）の算定
すべて公開

3 チェックマスタ

添付文書（効能・
効 果、 用 法・ 用
量等）等をもとに
チェック

傷病名と医薬品の
適応、用法・用量
等

医薬品添付文書に
記載された最大投
与量を超えて算定

一部公開

4 点検条件

・保険診療ルール
をもとにチェッ
ク

・公表事例等

背反、包括、算定
回数等

（電子点数表除く）

同日にＣＡ１２５
（腫瘍マーカー）と
ＣＡ６０２（腫瘍
マーカー）が算定

一部公開

月刊基金 February 20229



・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
関
す
る
公

開
基
準

　

既
に
公
開
し
て
い
た
受
付
・
事
務
点

検
や
電
子
点
数
表
に
基
づ
く
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
加
え
、
保
険
診

療
ル
ー
ル
に
適
合
し
て
い
な
い
項
目
の

チ
ェ
ッ
ク
や
傷
病
名
と
医
薬
品
の
関
連

性
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
点
検
条
件
及
び

チ
ェ
ッ
ク
マ
ス
タ
を
公
開
す
る
た
め
、

平
成
30
年
3
月
に
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
に
関
す
る
公
開
基
準
」
を
策

定
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
公

開
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
は
、
公
開

基
準
の
「
基
本
的
な
考
え
方
」
に
規
定

し
て
い
る
と
お
り
、「
診
療
内
容
の
適
否

に
つ
い
て
、
画
一
的
あ
る
い
は
一
律
的

に
適
用
す
る
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
か

ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
付
せ
ん

が
貼
付
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
は
、
職
員
が

保
険
診
療
ル
ー
ル
に
照
ら
し
て
診
療
内

容
を
確
認
し
、
疑
問
が
あ
る
レ
セ
プ
ト

に
つ
い
て
は
確
実
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
付
せ
ん
を
貼
付
し
、
審
査
委

員
会
で
適
否
を
審
査
し
て
い
ま
す
。

・
公
開
事
例

　

公
開
基
準
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る

公
開
事
例
に
つ
い
て
は
、
保
険
医
療
機

関
等
の
請
求
に
係
る
影
響
等
を
考
慮
の

容
易
に
取
り
込
め
る
よ
う
新
た
に
作
成

し
た
公
開
フ
ァ
イ
ル
に
問
題
が
生
じ
な

い
か
等
、
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
を
目

的
に
令
和
2
年
10
月
か
ら
試
行
的
に
公

開
し
て
い
ま
す
。

・
試
行
的
公
開
事
例

　
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
関
す

る
公
開
基
準
」
の
「
１　

公
開
の
内
容

（
公
開
事
例
）」
に
お
い
て
、「
保
険
医

療
機
関
等
の
請
求
に
問
題
が
生
じ
な
い

よ
う
慎
重
に
検
討
す
る
。」
と
し
て
い

る
医
学
的
判
断
を
要
す
る
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
チ
ェ
ッ
ク
の
一
部
※
３
を
対
象
と
し
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
試
行
的
に
公
開
し
て
い
る
具

体
的
な
診
療
行
為
、
医
薬
品
等
に
つ
い

て
は
、
支
払
基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ

ク
対
象
事
例
（
試
行
的
公
開
版
）」

フ
ァ
イ
ル
か
ら
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

※
３　
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
関
す
る
公
開
基

準
」
の
「
１　

公
開
の
内
容
（
公
開
事
例
）」

の
⑴
か
ら
⑸
に
該
当
す
る
事
例
参
照

上
、
現
時
点
で
は
、
次
に
該
当
す
る
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
を
公
開
し
て
い

ま
す
。

・
保
険
診
療
ル
ー
ル

＊
医
学
的
判
断
を
要
す
る
も
の
は
除
く

・
医
薬
品
（
添
付
文
書
に
お
い
て
投
与

量
や
投
与
日
数
の
上
限
が
定
め
ら
れ

て
い
る
も
の
）

＊
適
宜
増
減
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
や
傷
病
名
ご
と
に
投
与
量
・
投

与
日
数
が
異
な
る
も
の
を
除
く

・
公
開（
更
新
）日
／
公
開
事
例
数

　

平
成
30
年
3
月
に
支
払
基
金
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
よ
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ

ク
を
公
開
し
て
以
来
、
診
療
報
酬
改
定

に
よ
る
取
扱
い
変
更
、
新
規
医
薬
品
の

保
険
収
載
、
疑
義
解
釈
に
よ
る
取
扱
い

変
更
等
に
対
応
す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で

適
宜
公
開
事
例
を
更
新
し
て
い
ま
す
。

（
計
５
回
更
新
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク
に

関
す
る
試
行
的
公
開

・
目
的

　

公
開
事
例
の
拡
大
に
向
け
て
、
関
係

団
体
に
混
乱
や
負
担
が
生
じ
な
い
か
、

保
険
医
療
機
関
等
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク

対
象
事
例
フ
ァ
イ
ル

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク
対
象

事
例
フ
ァ
イ
ル
及
び
仕
様
書

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
対
象
事
例

フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
よ
り
多
く
の

方
が
利
活
用
で
き
る
よ
う
、
診
療
報
酬

の
請
求
に
関
連
す
る
団
体
や
シ
ス
テ
ム

ベ
ン
ダ
ー
※
４
等
と
意
見
交
換
を
重
ね
、

汎
用
性
の
高
い
C
S
V
形
式
※
５

に
よ

り
公
開
を
し
て
い
ま
す
。

※
４　

レ
セ
プ
ト
請
求
業
務
等
を
補
助
す
る
レ
セ
プ

ト
院
内
支
援
シ
ス
テ
ム
等
を
販
売
す
る
会
社

の
こ
と

※
５　

E
x
c
e
l
形
式
で
も
フ
ァ
イ
ル
を
開
く
こ

と
が
で
き
る

　

当
該
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
平
成

30
年
3
月
か
ら
令
和
3
年
8
月
ま
で
は

文
章
に
よ
る
表
現
の
フ
ァ
イ
ル
で
公
開

し
て
い
ま
し
た
が
、
ニ
ー
ズ
調
査
に
お

い
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
取
り
込
め
る

フ
ァ
イ
ル
を
望
む
声
が
多
数
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
声
を
踏
ま
え
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
取
り
込
め
る
機
械
コ
ー
ド

表
記
の
フ
ァ
イ
ル
を
追
加
し
、
現
在
は

コンピュータ
チェックに関
する公開基準
１　公開の内
容（公開事例）

10月刊基金 February 2022



図表８●文章による表現のファイルの主な活用方法

コンピュータチェック対象事例ファイル
（Excel形式でファイルを開いた場合）

①ダウンロード

③目視点検 支払基金

●●診療所

レセプト画面

②チェック内容確認

④請求

チェック内容

外来放射線照射診療料の算定日から起算して7
日以内に放射線治療管理・実施料（Ｍ００１対
外照射からＭ００４密封小線源治療に限る。）と
初診料、再診料又は外来診療料が同日に算定
された場合にチェックを実施。

チェック根拠

外来放射線照射診療料算定日から規定された期間
内で放射線治療を行う日において2科目の診療を行
った場合は同一日2科目のＡ０００初診料の注３ただ
し書きに規定する点数又はＡ００１再診料の注２（Ａ
００２外来診療料の注３）に規定する点数を算定す
るとされています。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
容
易
に
取
り
込
め
る

か
等
、
課
題
を
整
理
す
る
こ
と
を
目
的

に
文
章
に
よ
る
表
現
の
フ
ァ
イ
ル
と
組

み
合
わ
せ
て
公
開
し
て
い
ま
す
。

　

当
該
フ
ァ
イ
ル
の
概
説
（
フ
ァ
イ
ル

構
造
、
フ
ァ
イ
ル
の
利
用
方
法
等
）
及

び
フ
ァ
イ
ル
仕
様
（
記
録
形
式
、
フ
ァ

イ
ル
構
成
等
）
等
に
つ
い
て
は
、
支
払

基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
フ
ァ
イ
ル
仕

様
書
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク

対
象
事
例
フ
ァ
イ
ル
の

主
な
活
用
方
法

　

保
険
医
療
機
関
等
、
保
険
者
及
び
シ

ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
ー
に
よ
る
活
用
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
模
や
診
療
形
態
、

業
務
形
態
や
業
務
内
容
に
応
じ
、
さ
ま

ざ
ま
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
号
で
は
、
フ
ァ
イ
ル
の
主
な
活
用

方
法
を
ご
紹
介
し
ま
す
の
で
、
今
後
の

参
考
と
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

・
文
章
に
よ
る
表
現
の
フ
ァ
イ
ル
の
主

な
活
用
方
法（
図
表
８
）

　

文
章
に
よ
る
表
現
の
フ
ァ
イ
ル
に
つ

い
て
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
お
け
る

レ
セ
プ
ト
請
求
時
の
目
視
点
検
や
保
険

者
に
お
け
る
目
視
点
検
に
利
用
い
た
だ

く
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

・機
械
コ
ー
ド
表
記
の
フ
ァ
イ
ル
の
主
な

活
用
方
法（
図
表
９
）

　

機
械
コ
ー
ド
表
記
の
フ
ァ
イ
ル
に
つ

い
て
は
、
支
払
基
金
が
設
定
し
て
い
る

内
容
（
医
薬
品
の
投
与
量
等
）
を
、
レ

セ
プ
ト
請
求
業
務
等
を
補
助
す
る
レ
セ

プ
ト
院
内
支
援
シ
ス
テ
ム
等
に
取
り
込

ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

（
参
考
）コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
関

す
る
試
行
的
公
開
の
フ
ァ
イ
ル
構
成

・
チ
ェ
ッ
ク
マ
ス
タ
：
文
章
に
よ
る
表

現
の
フ
ァ
イ
ル
＋
機
械
コ
ー
ド
表
記

の
フ
ァ
イ
ル

・
点
検
条
件
：
文
章
に
よ
る
表
現
の
フ
ァ

イ
ル

月刊基金 February 202211



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク

試
行
的
公
開
後
の
状
況

・
請
求
状
況
の
影
響
調
査
結
果

　

請
求
状
況
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ

ク
付
せ
ん
貼
付
率
や
付
せ
ん
貼
付
数
の

増
減
を
も
と
に
、
試
行
的
公
開
後
の
影

響
状
況
を
検
証
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

検
証
内
容
に
つ
い
て
は
、
試
行
的
公

開
前
後
の
付
せ
ん
貼
付
率
を
比
較
し
、

試
行
的
公
開
の
医
薬
品
（
成
分
）
と
公

開
し
て
い
な
い
医
薬
品
（
成
分
）
の
平

均
数
量
の
比
較
等
を
検
証
し
ま
し
た
。

（
図
表
10
）

掲
載
方
法

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
関
す
る

公
開
及
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に

関
す
る
試
行
的
公
開
の
内
容
は
、
支
払

基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
閲
覧
で
き
ま

す
。

　

以
下
の
内
容
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

・
公
開
内
容

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
関
す
る
公

開
基
準

・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
対
象
事
例

（
フ
ァ
イ
ル
、
仕
様
書
）

コンピュータチェックに関する公開
公開しているファイルはこちらからダウン
ロードが可能です。

トップページ　→　医療機関・薬
局の方／保険者の方／地方公共団
体の方／一般の方 →　コンピュー
タチェックに関する公開

コンピュータチェックに関する
試行的公開

試行的に公開しているファイルはこちらか
らダウンロードが可能です。

トップページ　→　医療機関・薬
局の方／保険者の方／地方公共団
体の方／一般の方 →　コンピュー
タチェックに関する試行的公開

図表９●機械コード表記のファイルの主な活用方法

①ダウンロード

②取り込み

③機械的にチェック

支払基金

レセプト院内支援
システム

●●病院

レセプト画面

④請求

レセプト院内支援
システム

コンピュータチェック
対象事例ファイル

or
②差分確認

12月刊基金 February 2022



・チェックマスタ（医薬品）　医薬品の添付文書の効能効果や投与量とレセプトの請
求内容を確認するためのチェックの一部を公開

・チェックマスタ（診療行為）　検査や処置等の参考図書等の傷病名とレセプトの請
求内容を確認するためのチェックの一部を公開

・本部点検条件　告示・通知に一連、同時等の記載がある場合に条件化しレセプトの
請求内容を確認するためのチェックの一部を公開

医薬品の添付文書の投与量とレセプトの請求内容を確認するためのチェック
同一成分のうち一部を公開し、後発品などは非公開

公開前と公開後のコンピュータチェックの付せんが減少、増加するか確認したところ、
有意な差は見られなかった。

試行的に公開した医薬品と公開しなかった同一成分の医薬品の1回当たりの投与量を
比較したところ、差はみられなかった。

図表10●コンピュータチェック試行的公開前後の状況
　　　　（ＣＣ：コンピュータチェック）

結果

結果

説明

説明
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・
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

　

ア
ン
ケ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
令
和
3

年
4
月
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ

ク
公
開
事
例
の
拡
大
に
向
け
た
課
題
の

把
握
及
び
試
行
的
に
公
開
し
た
フ
ァ
イ

ル
の
活
用
状
況
等
を
把
握
す
る
た
め
、

支
払
基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
公

開
事
例
を
拡
大
す
る
に
あ
た
り
、
全
て

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
公
開
を

希
望
す
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

回
答
者
全
体
の
97
％
が
公
開
を
希
望
し

て
お
り
、
多
数
を
占
め
る
結
果
と
な
り

ま
し
た
。（
図
表
11
）

図表11●コンピュータチェックに関する試行的公開のアンケート状況（令和3年9月30日時点）
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400350300250200150100500

357

450 500

その他（具体的な理由を記入してください）

入力誤りと考えられる事例

医学的判断を伴う事例

歯科医学的判断を伴う算定ルールの事例

医学的判断を伴う算定ルールの事例

歯科診療行為の適応の事例

医科診療行為の適応の事例

医薬品の投与日数の事例

医薬品の用量（投与量）の事例

医薬品の効能・効果（適応症）の事例

告示・通知が明確な算定ルールの事例

144
210

160
210

265
299

326
450

21

184

■今後、コンピュータチェック公開事例を拡大するにあたり
　全てのコンピュータチェック（事例）の公開を希望しますか　　　※「一部公開を希望する」を含む

■全てのコンピュータチェック（事例）を公開した場合、
　保険医療機関等からの適正なレセプトの提出につながると思いますか

■今後、どのコンピュータチェック（事例）の拡大を希望しますか（複数回答可）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （「一部公開を希望する」とした方への質問）
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今
後
の
取
組

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
公
開
を
始

め
て
か
ら
3
年
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
、

請
求
状
況
の
影
響
調
査
結
果
及
び
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
に
よ
る
公
開
を
望
む
声
を

踏
ま
え
、
関
係
者
の
皆
さ
ま
の
利
便
性

に
つ
な
が
る
よ
う
、
令
和
4
年
度
の
公

開
事
例
拡
大
に
向
け
て
保
険
医
療
機
関

等
、
保
険
者
の
関
係
団
体
の
合
意
を
得

な
が
ら
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。

　

ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
引
き

続
き
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
関
係
者
の
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見・

ご
要
望
等
を
お
寄
せ
願
い
ま
す
。

　

現
在
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
条

件
を
公
開
し
て
い
な
い
事
例
に
関
し
て

は
、
令
和
4
年
度
の
公
開
事
例
の
更
新

に
向
け
て
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に

取
り
込
む
条
件
が
判
別
可
能
と
な
る
機

械
コ
ー
ド
表
記
の
フ
ァ
イ
ル
を
公
開
す

る
よ
う
進
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
、

請
求
前
の
段
階
で
レ
セ
プ
ト
の
エ
ラ
ー

を
修
正
す
る
Ａ
Ｓ
Ｐ
機
能
に
導
入
す
る

な
ど
の
拡
充
を
図
る
こ
と
も
検
討
し
て

い
ま
す
。

支払基金ホームページ

コメント関連テーブル
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/kihonmasta/
kihonmasta_06.html

コンピュータチェックに関する公開
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/ssk_cc/ssk_cc_300320/index.html

コンピュータチェックに関する試行的公開
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/index/sikou_01.html

コンピュータチェックに関する試行的公開アンケート
https://www12.webcas.net/form/pub/ssk/cckoukai
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―
―
審
査
結
果
理
由
の
明
確
化
に
つ
い

て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
医
療
機
関
等
や
保
険
者
に
対
し
、

審
査
結
果
に
関
す
る
的
確
な
説
明
を
行

う
た
め
、
原
審
査
で
査
定
と
な
っ
た
事

例
及
び
再
審
査
で
原
審
ど
お
り
と
し
た

事
例
の
具
体
的
な
理
由
を
連
絡
欄
へ
記

載
す
る
取
組
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
直

近
で
原
審
査
、
再
審
査
と
も
に
記
載
割

合
は
99
％
を
超
え
、
ほ
ぼ
目
標
を
達
成

し
て
い
ま
す
。

　

審
査
結
果
の
具
体
的
な
理
由
の
更
な

る
内
容
の
明
確
化
は
、
保
険
者
か
ら
も
、

保
険
医
療
機
関
等
か
ら
も
要
望
が
寄
せ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の

充
実
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
と
捉
え

て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
保
険
診
療
ル
ー
ル
に
係
る

審
査
結
果
の
根
拠
を
明
確
に
記
載
す
る

こ
と
に
加
え
、
審
査
委
員
会
の
判
断
が

的
確
に
伝
わ
る
よ
う
な
、
具
体
的
な
理

由
を
記
載
す
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。

―
―
算
定
ル
ー
ル
に
よ
る
査
定
に
つ
い

て
、
保
険
医
療
機
関
等
に
文
書
又
は
電

話
に
よ
り
連
絡
し
て
い
ま
す
が
、5
か
所

以
上
の
査
定
が
あ
っ
た
場
合
に
連
絡
を

す
る
、
と
し
た
理
由
は
何
で
す
か
。

　

ま
ず
、
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
、

文
書
等
に
よ
り
連
絡
す
る
場
合
、
一
番

効
果
的
で
効
率
的
な
方
法
が
何
か
と
い

う
こ
と
か
ら
検
討
し
ま
し
た
。

　

１
か
所
で
も
算
定
ル
ー
ル
に
基
づ
く

査
定
が
あ
っ
た
場
合
に
連
絡
を
す
る
、

と
い
う
こ
と
も
考
え
ま
し
た
が
、
過
度

「
適
正
な
レ
セ
プ
ト
提
出
促
進
に
向
け
た
取
組
」
に
携
わ
っ
た

基
金
本
部
の
各
担
当
職
員
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

支
払
基
金
本
部
と
支
部
が
一
丸
と
な
っ
て

適
正
な
レ
セ
プ
ト
提
出
促
進
に
向
け
て
取
り
組
む

支払基金改革
ただ今奮闘中

に
文
書
等
を
送
る
の
は
非
効
率
で
あ
る

と
と
も
に
、
大
量
の
文
書
の
中
に
本
当

に
大
事
な
こ
と
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
と

の
危
惧
も
あ
り
、
文
書
連
絡
等
に
は
ど

の
よ
う
な
頻
度
や
方
法
が
良
い
の
か
調

査
分
析
し
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
過
去
に
各
支
部
か
ら

保
険
医
療
機
関
等
に
送
付
し
て
い
る
連

絡
文
書
の
数
を
調
査
し
た
り
、
各
保
険

医
療
機
関
等
に
お
け
る
保
険
診
療
ル
ー

ル
に
よ
る
査
定
の
数
や
割
合
を
分
析
し

た
結
果
、「
同
一
事
例
で
５
か
所
以
上

の
査
定
が
あ
っ
た
場
合
に
文
書
等
に
よ

り
保
険
医
療
機
関
等
へ
連
絡
す
る
」
形

が
現
状
、
最
も
効
果
的
で
は
な
い
か
と

考
え
、
試
行
的
に
始
め
る
こ
と
と
し
ま

し
た
。

　

今
後
、
関
係
者
の
声
も
聞
き
な
が
ら

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に

係
る
告
示
・
通
知
（
算
定

ル
ー
ル
）
に
基
づ
く
査
定

の
文
書
等
で
の
連
絡

審
査
結
果
理
由
の
明
確
化
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試
行
的
取
組
の
検
証
を
行
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

―
―
当
該
取
組
を
試
行
的
に
実
施
し
た

こ
と
に
対
す
る
保
険
医
療
機
関
等
の
反

応
は
ど
う
で
す
か
。

　

各
支
部
の
担
当
者
が
文
書
や
電
話
に

よ
り
連
絡
を
す
る
こ
と
で
、
保
険
医
療

機
関
等
の
理
解
を
得
ら
れ
る
場
合
が
多

く
、
文
書
等
で
の
連
絡
か
ら
２
、３
か
月

後
に
は
該
当
の
算
定
ル
ー
ル
に
よ
る
査

定
は
解
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん

ど
で
す
。
保
険
医
療
機
関
等
の
ご
担
当

の
皆
さ
ま
に
も
協
力
を
い
た
だ
い
て
お

り
、
取
組
と
し
て
目
に
見
え
る
成
果
を

上
げ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
電
話
連
絡
に
よ
り
支
部
の
担

当
者
と
保
険
医
療
機
関
等
の
ご
担
当
の

皆
さ
ま
と
の
間
に
つ
な
が
り
が
で
き
る

こ
と
も
、
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。
支
払
基
金
が
進
め
る
適

正
な
レ
セ
プ
ト
提
出
促
進
に
向
け
た
取

組
に
は
保
険
医
療
機
関
等
の
協
力
が
不

可
欠
で
あ
り
、
担
当
者
同
士
が
つ
な
が

れ
る
こ
と
は
、
保
険
診
療
に
対
し
些
細

な
こ
と
で
も
気
軽
に
相
談
し
や
す
い
環

境
の
醸
成
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
電
話

連
絡
等
を
通
し
て
更
に
信
頼
関
係
を
築

け
て
い
け
た
ら
良
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
最
後
に

　

審
査
の
結
果
に
対
す
る
説
明
に
つ
い

て
は
、
一
つ
ひ
と
つ
個
別
の
レ
セ
プ
ト

に
対
す
る
結
果
の
明
確
化
も
文
書
等
に

よ
る
連
絡
も
、
支
払
基
金
の
果
た
す
べ

き
役
割
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

保
険
医
療
機
関
等
及
び
保
険
者
の
皆

さ
ま
へ
の
更
な
る
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
向

け
、
支
払
基
金
本
部
、
支
部
一
丸
と
な

っ
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
の
で
、
ご

理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
―
―
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
の
規
定
が
導

入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
反

応
は
ど
う
で
す
か
。

　

選
択
式
記
載
コ
ー
ド
の
導
入
に
は
、

保
険
医
療
機
関
等
側
に
レ
セ
コ
ン
の
整

備
な
ど
の
準
備
が
必
要
だ
っ
た
た
め
、

保
険
医
療
機
関
等
か
ら
だ
け
で
な
く
、

シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
ー
か
ら
直
接
支
払
基

金
支
部
や
本
部
へ
照
会
が
多
く
寄
せ
ら

れ
、
影
響
の
大
き
さ
を
肌
で
感
じ
ま
し

た
。

　

保
険
医
療
機
関
等
が
電
子
レ
セ
プ
ト

で
請
求
す
る
際
、
こ
れ
ま
で
フ
リ
ー
コ

メ
ン
ト
で
記
載
事
項
を
記
録
し
て
い
た

も
の
に
つ
い
て
、
こ
の
規
定
の
導
入
に

選
択
式
記
載
コ
ー
ド
に

係
る
取
組

事業統括部 事業統括課 佐伯さん　　審査統括部 審査運営課 濱田さん

月刊基金 February 202217



よ
り
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
を
用
い
て
記

録
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
記

録
開
始
当
初
は
、
文
言
と
し
て
記
載
事

項
が
記
録
し
て
あ
っ
て
も
、
該
当
の
選

択
式
記
載
コ
ー
ド
を
用
い
て
い
な
い
と

記
載
不
備
に
な
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で

に
な
い
記
録
の
概
念
だ
っ
た
た
め
、
新

し
い
記
録
方
法
を
保
険
医
療
機
関
等
に

理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
最
初
の
ミ

ッ
シ
ョ
ン
で
し
た
。

―
―
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
に
係
る
取
組

の
中
で
重
点
を
置
い
た
と
こ
ろ
は
ど
こ
で

す
か
。

　

こ
の
記
録
方
法
は
、
保
険
医
療
機
関

等
に
お
い
て
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
を
記

録
す
る
こ
と
が
前
提
で
す
の
で
、
電
子

レ
セ
プ
ト
請
求
時
に
は
必
ず
保
険
医
療

機
関
等
に
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
を
用
い

て
記
録
し
て
も
ら
お
う
、
と
い
う
熱
い

気
持
ち
で
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

選
択
式
記
載
コ
ー
ド
に
係
る
必
要
な

情
報
に
つ
い
て
、
支
払
基
金
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
月
刊
基
金
（
令
和
2
年
8
月
号

掲
載
）
や
全
保
険
医
療
機
関
等
に
対
す

る
連
絡
文
書
を
送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、

広
く
周
知
し
理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

記
録
開
始
前
の
準
備
段
階
か
ら
関
係
者

に
向
け
て
丁
寧
に
説
明
を
す
る
と
い
う

と
こ
ろ
に
重
点
を
置
き
ま
し
た
。

　

記
録
開
始
後
は
、
支
部
職
員
が
中
心

と
な
り
、
選
択
式
記
載
コ
ー
ド
を
記
録

し
て
い
な
い
保
険
医
療
機
関
等
へ
の
連

絡
や
照
会
対
応
を
し
ま
し
た
。
対
象
が

電
子
レ
セ
プ
ト
で
請
求
を
し
て
い
る
全

保
険
医
療
機
関
等
だ
っ
た
の
で
、
件
数

も
多
く
対
応
は
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
こ
う
し
た
支
部
職
員
の
奮
闘
も

あ
り
、
記
録
開
始
月
に
お
け
る
保
険
医

療
機
関
等
か
ら
の
多
く
の
照
会
に
も
的

確
な
対
応
が
で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

本
部
職
員
と
し
て
は
、
選
択
式
記
載

コ
ー
ド
に
係
る
取
組
に
つ
い
て
、
保
険

医
療
機
関
等
が
コ
ロ
ナ
禍
で
大
変
な
状

況
で
し
た
の
で
、
そ
れ
を
考
慮
し
つ
つ

も
、
支
払
基
金
の
取
組
と
し
て
全
国
統

一
の
も
の
と
な
る
よ
う
心
掛
け
ま
し
た
。

―
―
今
後
の
取
組
に
つ
い
て

　

選
択
式
記
載
コ
ー
ド
に
係
る
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
を
実
施
す
る
こ
と
で
、

Ａ
Ｓ
Ｐ
機
能
に
よ
り
記
載
不
備
な
ど
の

結
果
が
請
求
時
に
す
ぐ
に
分
か
り
、
そ

れ
を
修
正
す
る
こ
と
で
当
月
請
求
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
保
険
医
療
機
関
等
の

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
そ
の
メ
リ
ッ

ト
を
十
分
に
感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
率
の

向
上
に
つ
い
て
、
選
択
式
記
載
コ
ー
ド

に
係
る
記
載
内
容
の
見
直
し
を
厚
生
労

働
省
に
要
請
す
る
な
ど
、
取
組
を
進
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
4
年
度
診
療
報
酬
改
定

に
向
け
て
、
医
薬
品
の
記
載
事
項
の
選

択
式
記
載
コ
ー
ド
化
や
検
査
値
デ
ー
タ

の
レ
セ
プ
ト
へ
の
記
載
が
中
央
社
会
保

険
医
療
協
議
会
で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、
こ
れ
ら
が
導
入
さ
れ
た
際
に
は
、

保
険
医
療
機
関
等
及
び
保
険
者
の
皆
さ

ま
に
広
く
周
知
し
、
理
解
い
た
だ
け
る

よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

―
―
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
対
象
事

例
フ
ァ
イ
ル
の
公
開
で
注
意
し
た
こ
と

や
苦
労
は
あ
り
ま
し
た
か
。

　

直
近
の
公
開
ま
で
の
間
は
、
支
払
基

金
で
現
在
実
施
し
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
チ
ェ
ッ
ク
の
事
例
か
ら
、
公
開
基
準

に
見
合
う
も
の
を
選
定
し
て
公
開
し
て

い
ま
す
が
、
こ
の
基
準
に
即
し
た
事
例

の
み
を
更
新
（
追
加
）
し
公
開
す
る
よ

う
、
注
意
し
ま
し
た
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
対
象
事
例

フ
ァ
イ
ル
の
公
開
は
平
成
30
年
3
月
20

日
が
初
公
開
で
し
た
。
当
時
は
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
関
す
る
公
開
基
準

を
定
め
、
膨
大
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ

ッ
ク
の
事
例
す
べ
て
を
目
で
確
認
し
た

と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ら
の
大
変
な
作
業
が
あ
っ
て
、

現
在
の
更
新
・
公
開
作
業
に
至
っ
て
い

る
と
考
え
る
と
と
て
も
重
責
を
感
じ
ま

し
た
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェッ
ク

ル
ー
ル
の
公
開
に
係
る

取
組
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　　　　　　　　　　　落合さん　　　　　　　　　　　　　　　山口さん
審査統括部 コンピュータチェック課

　

ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
を
開

始
し
た
時
点
で
は
公
開
を
前
提
と
し
て
お

ら
ず
、
マ
ス
タ
ー
コ
ー
ド
（
レ
セ
電
コ
ー

ド
な
ど
）
で
設
定
さ
れ
た
内
容
を
外
部
に

向
け
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
対
象
事

例
フ
ァ
イ
ル
の
様
式
で
再
作
成
す
る
こ
と

に
と
て
も
苦
労
し
ま
し
た
。

―
―
ニ
ー
ズ
調
査
を
行
っ
た
結
果
、出
て
き

た
課
題
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し

た
か
。

　

令
和
3
年
４
月
27
日
か
ら
、
保
険
医
療

機
関
関
係
、
保
険
者
関
係
、
シ
ス
テ
ム
ベ

ン
ダ
ー
（
レ
セ
コ
ン
業
者
）
を
対
象
に
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に
関
す
る
試
行
的

公
開
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

そ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
は
、
例
え
ば
医

薬
品
の
投
与
量
の
入
力
誤
り
を
防
ぐ
よ
う

な
事
例
を
公
開
し
て
ほ
し
い
な
ど
、
予
想

外
な
要
望
も
あ
り
ま
し
た
。

　

外
部
の
意
見
を
聴
い
て
、
初
め
て
分
か

る
こ
と
も
あ
り
「
内
部
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

チ
ェ
ッ
ク
の
設
定
の
基
準
を
再
整
理
し
、

支
払
基
金
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の

基
準
を
明
確
化
」
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
と
感
じ
ま
し
た
。

　

加
え
て
、
保
険
医
療
機
関
関
係
の
方

も
自
施
設
で
使
用
し
て
い
る
レ
セ
コ
ン

に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
を
反
映
で

き
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
と
要
望
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
内
容
を

公
開
す
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
先
ほ
ど
苦
労
し
た
点
を
述
べ
た
よ

う
に
、
外
部
の
方
々
が
ど
の
よ
う
に
フ

ァ
イ
ル
を
活
用
す
る
の
か
、
何
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
を
欠
か

す
こ
と
な
く
、
公
開
作
業
を
進
め
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

―
―
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

　

令
和
3
年
9
月
27
日
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
チ
ェ
ッ
ク
対
象
事
例
か
ら
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
詳
細
な
設
定
を
追

加
し
て
公
開
し
ま
し
た
が
、
詳
細
な
設

定
を
公
開
す
る
こ
と
で
の
リ
ス
ク
な
ど
、

内
部
・
外
部
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
な
ど
、
支
払
基

金
に
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い

う
視
点
を
欠
か
さ
な
い
た
め
、
保
険
医

療
機
関
関
係
、
保
険
者
関
係
、
シ
ス
テ

ム
ベ
ン
ダ
ー
、
審
査
支
払
機
関
に
お
い

て
よ
り
一
層
の
意
見
交
換
を
す
る
た
め

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
情
報
を

共
有
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
多

数
の
ご
意
見
・
ご
要
望
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。
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医
師
と
し
て

―
―
医
師
を
志
し
た
き
っ
か
け
は

　

中
学
・
高
校
の
と
き
に
、
医
療
を
題

材
に
し
た
ア
メ
リ
カ
ド
ラ
マ
の
「
ベ
ン
・

ケ
ー
シ
ー
」
や
日
本
映
画
の
「
白
い
巨

塔
」
を
見
ま
し
た
。
そ
こ
で
医
療
の
世
界

は
怖
い
な
と
い
う
印
象
を
持
ち
、
い
わ
ゆ

る
怖
い
も
の
見
た
さ
で
や
っ
て
み
よ
う
と

思
っ
た
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
ね
。

　

専
門
は
血
液
学
と
臨
床
血
液
学
、
臨
床

ア
レ
ル
ギ
ー
学
で
す
。
岡
山
大
学
で
血
液

病
学
を
学
び
、
急
性
白
血
病
の
患
者
を
多

く
受
け
持
っ
て
臨
床
報
告
を
し
て
い
ま
し

た
。
留
学
先
の
ア
メ
リ
カ
で
は
ア
レ
ル

ギ
ー
呼
吸
器
病
学
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
大
学

病
院
で
、
臨
床
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ぜ
ん
そ
く

の
分
野
に
も
関
わ
り
ま
し
た
。

―
―
医
師
と
し
て
大
事
に
し
て
い
る
こ
と

は
　

高
松
市
の
公
的
病
院
で
22
年
間
、
病
院

長
を
務
め
ま
し
た
が
、
そ
の
間
に
、
患
者

に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
治
療
を
し
て
い
く

の
か
職
員
と
話
し
合
い
ま
し
た
。
大
学
病

院
で
は
な
か
な
か
学
ぶ
機
会
が
少
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
臨
床
医
と
し
て
大
事
な
こ

と
、
患
者
の
話
を
よ
く
聞
く
こ
と
や
、
患

者
が
何
を
一
番
気
に
し
て
い
る
か
を
明
確

に
し
な
が
ら
、
チ
ー
ム
医
療
を
行
っ
て
い

く
こ
と
を
心
掛
け
、
職
員
に
も
伝
え
て
き

ま
し
た
。

―
―
座
右
の
銘
は

　
「
至し

誠せ
い

惻そ
く

怛だ
つ

」
と
い
う
言
葉
で
、
真
心

と
慈
愛
の
心
と
い
う
意
味
で
す
。
幕
末
の

備
中
松
山
藩
の
藩
政
改
革
に
取
り
組
ん
だ

陽
明
学
者
で
あ
る
山
田
方
谷
の
言
葉
で
す
。

　

目
上
の
人
や
友
人
に
対
し
て
は
至
誠
、

真
心
で
応
対
し
、
弱
い
者
や
下
の
者
に
は

哀
れ
み
、
慈
悲
の
気
持
ち
が
常
に
な
い
と

い
け
な
い
。
た
と
え
正
義
で
あ
っ
て
も
自

分
勝
手
に
突
っ
走
っ
て
は
い
け
な
い
、
と

い
う
言
葉
で
す
。
司
馬
遼
太
郎
の
小
説

「
峠
」
の
主
人
公
で
、
北
越
戊
辰
戦
争
で

最
後
ま
で
新
政
府
軍
と
戦
っ
た
長
岡
藩
の

河
井
継
之
助
に
、
山
田
方
谷
が
伝
え
た
言

葉
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー

メ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｄ
Ｘ
）
を
は
じ
め
、
支
払

基
金
で
は
新
シ
ス
テ
ム
の
導
入
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
改
革
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
う

し
た
な
か
で
自
分
の
意
見
を
し
っ
か
り
出

し
て
、
し
か
も
単
に
突
っ
走
る
だ
け
で
は

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

私
は
実
感
し
て
い
ま
す
。

審
査
委
員
長
と
し
て

―
―
審
査
委
員
に
な
っ
て
感
じ
た
こ
と
を

教
え
て
く
だ
さ
い

　

審
査
委
員
に
な
っ
た
と
き
は
30
代
で
し

た
か
ら
、
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う

感
じ
で
し
た
が
、
７
〜
８
年
経
験
し
て
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
医
学
的
判
断
の
問

題
は
、
審
査
に
従
事
し
た
経
験
の
な
い
人

に
は
非
常
に
難
し
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

中
立
的
な
審
査
委
員
会
に
出
席
す
る
こ

と
で
、
本
当
に
多
く
の
医
学
的
知
識
に
関

す
る
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

―
―
審
査
委
員
長
と
し
て
大
切
に
し
て
い

る
こ
と
は

　

リ
ー
ガ
ル
と
イ
リ
ー
ガ
ル
を
意
識
し
て

い
ま
す
。
リ
ー
ガ
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
合
法

的
と
い
う
意
見
で
す
が
、
要
す
る
に
医
科

診
療
報
酬
点
数
表
の
通
知
等
に
ぴ
っ
た
り

と
合
っ
て
、
そ
れ
で
問
題
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
逆
に
イ
リ
ー
ガ
ル
は
、
そ
こ

「
医
学
の
良
識
」
を
持
っ
て

医
学
的
判
断
を
行
う

厚こ
う

井い 

文
一　
香
川
県
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会 

審
査
委
員
長

審査委員長に伺いました。
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―
―
医
療
機
関
や
保
険
者
の
方
々
に
お
願

い
し
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か

　

国
民
皆
保
険
を
守
る
た
め
に
は
支
払
基

金
の
よ
う
な
中
立
的
な
審
査
支
払
の
シ
ス

テ
ム
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
十

分
な
理
解
が
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

わ
が
国
の
国
民
皆
保
険
は
国
際
的
に
も

高
く
評
価
さ
れ
、
何
と
し
て
も
守
っ
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
皆
保
険
を
通
じ
た

所
得
再
配
分
は
、
間
接
的
に
社
会
の
連
帯

意
識
の
醸
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
と
述
べ
る
識
者
も
お
ら
れ
ま
す
。
要

す
る
に
、
保
険
証
が
一
枚
あ
れ
ば
、
い
つ

で
も
ど
こ
の
医
療
機
関
で
も
受
診
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
れ
を
堅
持
す
る
た
め
に
は
、
保
険
だ

か
ら
自
由
に
使
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
そ
こ
は
や
は
り
良
識
的
に
し
て
い
か

な
い
と
、
医
療
保
険
制
度
が
持
た
な
い
と

思
い
ま
す
。
医
療
機
関
側
に
も
、
そ
う

い
っ
た
と
こ
ろ
を
意
識
し
て
い
た
だ
け
る

と
あ
り
が
た
い
で
す
。

診
療
の
算
定
ル
ー
ル
に
よ
る
判
断
、
療
養

担
当
規
則
、
疑
義
解
釈
、
薬
機
法
な
ど
を

踏
ま
え
て
判
断
し
、
そ
の
上
で
今
申
し
上

げ
た
医
学
的
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。　
　

　

各
審
査
委
員
会
で
決
め
た
医
学
的
判
断

以
外
に
も
各
審
査
委
員
が
持
っ
て
い
る
医

学
的
判
断
、
つ
ま
り
一
番
上
に
医
学
的
良

識
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
で
も
Ａ

Ｉ
で
も
及
ば
な
い
領
域
で
し
ょ
う
。
し
た

が
っ
て
、
す
で
に
審
査
の
取
扱
い
が
決

ま
っ
て
い
る
も
の
は
別
と
し
て
、
残
り
の

わ
ず
か
な
と
こ
ろ
は
一
番
上
の
医
学
的
良

識
を
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
お
か
な
い
と
い

け
な
い
。
審
査
で
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
は
医

学
的
判
断
で
い
こ
う
と
か
、
こ
れ
は
医
学

的
良
識
を
用
い
て
確
固
と
し
て
守
ら
な
い

と
い
け
な
い
な
ど
を
考
え
な
が
ら
対
応
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
県
の
審
査
委
員
会
で
語
り
継

ぐ
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、「
審
査
と
は
合

理
的
に
合
議
し
て
合
意
に
至
る
も
の
で
あ

る
」
が
あ
り
ま
す
。
香
川
県
審
査
委
員
会

の
「
三
合
制
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
要

す
る
に
、
審
査
に
は
「
合
」
が
三
つ
必
要

だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
以
外
の
対
応
で
す

ね
。
リ
ー
ガ
ル
で
あ
っ
て
モ
ラ
ル
が
合
っ

て
い
れ
ば
妥
当
だ
と
考
え
ま
す
が
、
患
者

の
性
別
や
傷
病
名
に
よ
っ
て
は
、
レ
セ
プ

ト
書
面
は
リ
ー
ガ
ル
だ
け
ど
イ
ン
モ
ラ
ル

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ

り
、
そ
こ
は
医
学
的
判
断
が
必
要
と
な
る

部
分
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
支
払
基
金
の
「
医
学
の

良
識
」
で
す
。
昭
和
40
年
６
月
に
当
時
の

支
払
基
金
理
事
長
か
ら
示
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
中
身
を
一
部
抜
粋
し
て
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
と
「
個
々
の
医
師
の
診
療

行
為
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
審
査
委
員
会
に

お
け
る
判
断
は
、﹇
医
学
の
良
識
﹈
と
し
て

尊
重
せ
ら
る
べ
き
理
こ
と
わ
りを
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
。
審
査
委
員
会
は
、
医
学
的
良
識

に
基
づ
い
て
担
当
規
則
等
を
堅
持
し
、
そ

の
帰
結
と
し
て
審
査
委
員
会
が
医
学
的
良

識
に
基
づ
い
て
下
し
た
判
断
こ
そ
が
、
基

金
に
お
け
る
審
査
の
基
準
と
な
る
も
の
で

あ
る
と
の
確
固
た
る
考
え
を
明
確
に
す
べ

き
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
非
常
に

格
調
高
い
文
章
で
す
ね
。

　

こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
わ
れ
わ

れ
支
払
基
金
が
医
療
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
す

る
組
織
で
あ
り
、
審
査
に
お
い
て
は
保
険

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て

―
―
健
康
を
保
つ
秘
訣
は

　

昔
か
ら
体
を
動
か
す
こ
と
は
苦
に
な
ら

な
い
の
で
、
病
院
職
員
の
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

や
フ
ッ
ト
サ
ル
の
チ
ー
ム
に
参
加
を
し
て

い
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
全
て
中
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

い
ま
は
専
ら
ゴ
ル
フ
を
仲
間
と
楽
し
ん

で
い
ま
す
が
、
低
山
登
山
の
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
や
瀬
戸
内
海
の
島
め
ぐ
り
も
時
々
や
っ

て
い
ま
す
。
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［歯科］初診料の算定について

　本事例は、保険者からの再審査請求において「歯周疾患が継続していると思われます。初診料
の算定はいかがでしょうか。」との申出が行われた事例です。
　歯科における初診料の取扱いについては、令和2年度診療報酬改定に伴い、留意事項通知がこ
れまでの「診療が継続していると推定される場合」から「診療が継続している場合」へ改正され
ています。
　これにより、「診療が継続している場合」に該当するかどうかは、診療の際の問診等における
疾患の経過及び患者の状態等をもって主治の歯科医師が判断するものであることがより明確になっ
たことから、診療実態に基づく請求が行われていると判断され、本事例は原審どおりとなります
ので、再審査請求の申出を行う場合はご留意ください。

　【通知　令和2年3月5日付け厚生労働省通知保医発0305第1号】（抜粋）

別添２
　歯科診療報酬点数表に関する事項
　　第1章　基本診療料
　　　第1部　初・再診料
　　　　第1節　初診料
　　　　　A000　初診料

⑴～⑹　（略）
⑺　患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関におい
て診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、
その際の診療は初診として取り扱う。この場合において、1月の期間の計算は、例
えば、2月10日～ 3月9日、9月15日～ 10月14日等と計算する。
⑻　区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患
在宅療養管理料を算定した場合は、管理計画に基づく一連の治療が終了した日（患
者が任意に診療を中止した場合も含む。）から起算して2月以内は再診として取り
扱い、2月を超えた場合は初診として取り扱う。
⑼　⑺及び⑻にかかわらず、次に掲げる場合は、初診として取り扱わない。
イ　欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合
ロ　歯周病等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に
係る診療が継続している場合

⑽～⒆　（略）

事 例

保険者からの再審査請求において
「原審どおり」となる事例の解説
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参考レセプト

保険者からの再審査申出内容
　歯周疾患が継続していると思われます。初診料の算定はいかがでしょうか。
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　肝炎は本国最大の感染症となっています。肝炎に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療によっ
て、その後の肝硬変や肝がんといったより重篤な病態への進行を防止することができます。実施主体が都道府県と
なり、早期治療推進のため、Ｂ型・Ｃ型肝炎のインターフェロン治療及びＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療に対す
る医療費を助成します。

肝炎治療特別促進事業／Ｂ型・Ｃ型肝炎治療

肝炎治療特別促進事業

　Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフ
リー治療並びにＢ型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治
療で保険適用となっているものが助成対象です。都道府県知事は、医師の診断書を基に対象患者の認
定を行い、認定した場合には肝炎治療受給者証（以下「受給者証」という。）を交付します。助成の
期間は、原則として同一患者について１年を限度とします。ただし、一定の要件を満たす場合は例外
的に助成期間の延長を認める場合があります。
＜認定基準＞

●患者負担
　対象となる医療に関して、その患者負担額から下記に定める額を限度とする額まで患者は負担します。

公費負担医療制度のしくみ

14
法別番号 38　Ｂ型・Ｃ型肝炎治療

階層区分 自己負担限度額（月額）
甲 世帯の市町村民税（所得割）課税年額が 235,000 円以上の場合 20,000 円
乙 世帯の市町村民税（所得割）課税年額が 235,000 円未満の場合 10,000 円

Ｂ型
慢性肝疾患

インターフェロン治療

HBe抗原陽性でかつHBV-DNA陽性のＢ型慢性活動性肝炎でインターフェロン治療を行う予定、
又はインターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの（ただし、ペグインターフェ
ロン製剤を用いる治療に限ってはHBe 抗原陰性のＢ型慢性活動性肝炎も対象）。
※　助成対象は２回目の治療までとするが、これまでにインターフェロン製剤（ペグインターフェ
ロン製剤を除く）による治療に続いてペグインターフェロン製剤による治療を受けて不成功で
あったものは、再度ペグインターフェロン製剤による治療を受ける場合において、その治療に対
する助成を認める。

核酸アナログ製剤治療
Ｂ型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたＢ型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治
療を行う予定、又は核酸アナログ製剤治療実施中の者

Ｃ型
慢性肝疾患

 ・インターフェロン
　単剤治療

 ・インターフェロン
　及びバビリン併用治療

HCV-RNA陽性のＣ型慢性肝炎又はＣ型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はイ
ンターフェロン治療実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
※１　ペグインターフェロン、リバビリン及びプロテアーゼ阻害薬による３剤併用療法に係る治療
歴のある場合、副作用等の事由により十分量の 24 週治療が行われなかったものに限る。
※２　２回目の助成を受けることができるのは、以下の①、②のいずれにも該当しない場合。
① これまでの治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による 48
週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース

② これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による 72 週投与が
行われたケース

インターフェロンフリー
治療

HCV-RNA陽性のＣ型慢性肝疾患（Ｃ型慢性肝炎若しくは Child-Pugh分類ＡのＣ型代償性肝硬変又
は Child-Pugh 分類Ｂ若しくはＣのＣ型非代償性肝硬変）で、インターフェロンを含まない抗ウイ
ルス治療を行う予定、又は実施中の者のうち、肝がんの合併のないもの。
※　Ｃ型慢性肝炎又は Child-Pugh 分類ＡのＣ型代償性肝硬変に対しては原則１回のみの助成、
Child-Pugh分類Ｂ又はＣのＣ型非代償性肝硬変に対しては１回のみの助成。ただし、インターフェ
ロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専
門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断
される場合に限り、改めて助成の対象とすることができる。なお、「インターフェロン単剤治療
並びにインターフェロン及びリバビリン併用治療」及び「ペグインターフェロン、リバビリン及
びプロテアーゼ阻害薬による３剤併用療法」に係る治療歴の有無を問わない。
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事例

　都道府県知事は受給者に「肝炎治療自己負担限度月額管理票（以下「管理票」という。）」を交付
し、医療機関は被保険者証等、受給者証及び管理票を確認します。自己負担限度月額はインターフェ
ロン治療またはインターフェロンフリー治療と核酸アナログ製剤治療を併用する者の場合であって
も、両治療に係る自己負担の合算額に対する1人当たりの限度月額となります。

◆医療給付のしくみ
　医療保険優先で、医療保険で給付した残りが公費負担の対象になります。医療機関は、医療保険の
対象となる医療費と自己負担限度月額を超える医療費を合わせて、支払基金に請求します。

医療保険（入院時食事療養費等） 患者負担

標準負担額相当

30％または 20％
もしくは高額療養費の自己負担限度額

医療保険（療養の給付等）70％または 80％ Ｂ・Ｃ型肝炎治療 患者負担

自己負担限度月額

●Ｂ型・Ｃ型ウイルス肝炎治療に係る外来医療で、医療保険家族（３割負担）、自己負担限度月額
10,000円、総医療費が665,000円であって、高額療養費が現物給付された例です。

患者

医療保険

×0.7

455,000 医療保険

195,000

111,070

（助成対象）

×0.3 83,930

73,930 公費（肝炎治療）

10,000

医療保険（高額療養費）

（公費負担限度額） 患者
※80,100円＋（650,000円－267,000円）×0.01

×0.7
10,500

15,000

4,500
×0.3

665,000

総医療費（円）

（助成対象外）

650,000

療
養
の
給
付

保
　
険

　　　　　　請　求　　　　　　 点

　　　　66,500

　　　　　　※決定　　　　　 点 　　　　　一部負担金額　　　　  円

（　83,930　）①
  　88,430　　②

公
費
①

　　　　65,000 　　　 　10,000　　③

公
費
②

※　療養の給付欄の一部負担金額の項について：①には、公費の給付対象額が（　）で再掲されます。
②には、医療機関が支払いを受けた一部負担金額と公費が給付する額とを合算した金額が記載され
ます。③には、公費の患者負担として、医療機関の窓口で徴収した金額が記載されます。
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　報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書（以下「支払調書」という。）は、当座口振込通知書の「診
療報酬支払確定額」等の１年分の総点数・総額を表示しています。
　なお、「１年分」については、１月診療分〜 12月診療分になります。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書〈医療機関等の方へ〉
帳票の見方

表示内容

Ⓐ「区分」欄
医科、歯科、調剤、訪問別を表示しています。
Ⓑ「支払金額」欄
当座口振込通知書の「診療報酬支払確定額」欄の1年分を表示しています。
Ⓒ「源泉徴収税額」欄
当座口振込通知書の「源泉徴収税額」の欄の1年分を表示しています。
Ⓓ摘要の「内本人分」欄
当座口振込通知書の「医保本人」欄の1年分を表示しています。
Ⓔ摘要の「内家族分」欄
当座口振込通知書の「医保家族」欄の1年分を表示しています。
Ⓕ摘要の「内老人保健分」欄
当座口振込通知書の「老人保健」欄の1年分を表示しています。
Ⓖ摘要の「内食事・生活療養費」欄
左側は、当座口振込通知書の「食事・生活療養」欄上段の食事・生活基準額（医療保険及び老人保健に係る金額）の1年分を表示し
ています。右側は、当座口振込通知書の「食事・生活療養」欄下段の食事・生活支給額（「食事・生活基準額」から「標準負担額」を
控除した金額）の1年分を表示しています。

●支払調書には、特定健診・特定保健指導費並びに出産育児一時金等の支払金額は含まれていません。
●支払調書に関するお問い合わせは、保険医療機関等が所在する支払基金支部までお願いします。

A B C

D

E

F

G
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おたずねに
答えて

毎年、確定申告の時期に支払基金へ多く寄せられる「支払調書」関係の問合せについて紹介します。

AQ

支払調書関係〈医療機関等の方へ〉

　「支払調書」の正式名称を「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」といい
ます。
　保険医療機関等へ送付する支払調書は、社会保険診療報酬支払基金が税務署へ
提出した支払調書の写しの取扱いとなります。
　支払調書は当座口振込通知書の「診療報酬支払確定額」等の1年分の総点数・
総額を示しています。

Q1 「支払調書」とは何ですか。

A1

　毎月の当座口振込通知書を基に作成しており、1月診療分から12月診療分、つ
まり3月支払分から2月支払分までの1年分の合計で作成しています。

Q2 何を基に作成されたものですか。

A2

Q3 支払調書の「支払金額」と当座口振込通知書の「振込額」12か月分
の合計金額が一致しないのはなぜですか。

A3
　原則、支払調書の「支払金額」は、当座口振込通知書の「診療報酬支払確定額」
欄の12か月の合計金額と一致しますので、次の点を確認したうえで、一致しな
い場合は保険医療機関等の所在する都道府県の支払基金支部へお問合せください。

・支払調書の「支払金額」は源泉徴収額を含みます。
・当座口振込通知書の「差引振込額」は、源泉徴収額を控除した金額です。
・支払調書の「支払金額」は「特定健診・特定保健指導費」、「出産育児一時金
等」及び「電子証明書発行・更新料」に係る金額を除く金額です。

支払調書の「支払金額」＝当座口振込通知書の「診療報酬支払確定額」欄
の12か月の合計金額（1月診療（3月支払）分～ 12月診療（2月支払）分）
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支払調書の詳細を支払基金ホームページに掲載しています。
トップページ → 医療機関・薬局の方 → 支払調書

　把握できません。
　支払調書は支払基金から保険医療機関等に支払った診療報酬の合計であり、保
険医療機関等において徴収した窓口負担額は含まれていません。
　また、摘要の「内本人分」「内家族分」は医療保険のみの診療報酬の合計であ
ること、また、医療保険の負担割合及び高額療養費の関係上、記載されている点
数から年間収入額は算出できません。

Q4 支払調書の記載内容から保険医療機関等の窓口徴収額を含めた年間収
入額は把握できますか。

A4

Q5 マイナンバー（個人番号及び法人番号）は記載されませんか。

　個人番号等の利用については、支払基金が税務署へ提出する支払調書に限定し
ていることから、保険医療機関等に送付する支払調書には個人番号等は記載され
ません。

　毎年2月の支払完了後の2月25日頃に、保険医療機関等の所在する都道府県の
支払基金支部から送付します。
　なお、令和4年2月（12月診療分）の支払日については、2月22日（火）を予
定しています。

●診療報酬等の支払予定日はこちらから確認できます。　
　トップページ → カレンダー → 診療報酬等の支払予定日

Q6 いつ頃発送されますか。

A6

A5

　前年3月から今年2月までに診療報酬の支払があったためです。
　保険医療機関等の廃止後に月遅れ分の請求等があったものと思われます。

Q7 保険医療機関等の廃止後に支払調書が届きました。なぜですか。

A7

Q8 年の途中での作成はできますか。

A8 　できません。1年に1回のみ、12月診療分支払完了後の2月に作成します。
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information
理事会開催状況

プレスリリース発信状況

支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）新着状況（抜粋）

12月  1日　支部情報（各支部ページ）において「お知らせ」「診療報酬確定状況」「管掌別診療報酬等確

定状況」を更新

　 統計情報に確定状況及び収納状況を追加

　 統計月報を掲載

　 医科電子点数表テーブル及び歯科電子点数表テーブルを更新

　 基本マスター（医科診療行為・コメント）を更新

12月  2日　コメント関連テーブルを更新

12月  5日　オンライン請求システムに関するお知らせを更新

12月  6日　令和2年度診療報酬改定関係通知を掲載

12月  7日　特定器材コードリストを更新

12月  9日　保険者の異動について（2021年11月分）を掲載

12月10日　出産育児一時金請求用ソフトを更新

　 月刊基金「令和3年12月号」を掲載

12月17日　レセプト電算処理システムマスターファイル仕様説明書を更新

12月23日　「受付・事務点検ＡＳＰに係るチェックロジック」を更新

12月理事会は12月20日に開催され、議題は次のとおりでした。

12月  1日 令和3年9月診療分の確定金額は対前年同月伸び率で6.9%増加　～対前々年同月伸び率は

7.0%増加～

　 11月定例記者会見を開催

12月21日 12月定例記者会見を開催

12月28日 令和4年度における審査支払業務の平均手数料は、令和3年度と同額の59.90円／件に

議　題

　定例報告

⑴　令和3年10月審査分の審査状況

⑵　令和3年11月審査分の特別審査委員会審査状況

⑶　令和3年12月期末手当及び勤勉手当　　

⑷　令和3年10月理事会議事録の公表



月刊基金2022年2月 定  価 250 円
（税・送料込）

発行日／令和 4 年 2 月 10 日
発　行／社会保険診療報酬支払基金　東京都港区新橋 2-1-3　03（3591）7441   https://www.ssk.or.jp/

社会保険診療報酬支払基金 本部 経営企画部 企画広報課
TEL：03-3591-7441　9時〜 17時30分（土、日、祝日、年末年始を除く）

メールアドレスの登録は次のいずれかの方法によりお願いします。
登録方法は、支払基金ホームページでもご案内しています。
支払基金ホームページ（https://www.ssk.or.jp/）トップページ→広報誌・メルマガ→「支払基金メールマガジン」のご案内

保険者等
（保険者団体を含む）へ

配信している情報
　レセプトデータおよび請求
関係帳票データがオンライン
請求システムからダウンロー
ド可能になったという情報

空メールによる登録方法 Web上の登録ページからの登録方法 
メールの宛先を右の２次元バーコードから読
み込み、空メールを送信します。
または、宛先欄に次のアドレスを直接入力し、
空メールを送信します。
空メールの送信先：toroku@mail.ssk.or.jp

アクセス先を右の２次元バーコードから読み
込み、ブラウザよりWebページにアクセス
し、登録するメールアドレスを入力します。
返信メールに記載されている登録フォームへ
アクセスし、必要な項目をご入力ください。

医療機関等
（診療担当者団体を含む）へ

配信している情報
　返戻レセプトデータ、増減点
連絡書データおよび振込額明細
データ等がオンライン請求シス
テムからダウンロード可能にな
ったという情報

　ドメイン指定受信等を設定されている場
合、返信メールが届かない場合がありま
す。

「ssk@mail.ssk.or.jp」からのメールを受信できる
ように設定する必要があります。

　配信されているメールに掲載されている 
「登録内容の変更」でメールアドレスの
変更はできません。

お手数ですが、現在登録しているアドレスを配信
停止手続き後に、変更後のアドレスを新規登録願
います。　

　メールマガジンに掲載のリンク先は、支
払基金ホームページ（https://www.ssk.
or.jp/）へ移行するよう設定しているた

め安全です。
（※診療報酬情報提供サービスについては、厚生労働省が運用する
ホームページ（http://www.iryohoken.go.jp/）をご案内しています。）

　登録された情報は厳正に管理し、IP制限
や、二要素認証機能などのアクセス制御
機能を付加することにより、不正アクセ

スを遮断し、情報漏えいのリスクから守っていま
す。　

保険者・医療機関等共通の配信情報
①オンライン請求システム等に障害が発生
した場合の緊急連絡
②電子レセプトの記録条件仕様、レセ電の
基本マスターおよび電子点数表が更新さ
れたという情報
③厚生労働省から連絡文書（疑義解釈、保
険適用等）が発出されたという情報

登録方法

Q&A（よくあるお問い合わせ）

支払基金メールマガジンに
関するお問い合わせ先

支払基金メールマガジンでは以下の情報をインターネットメールで提供しています。

A1

A3

A2

A4

支払基金

支払基金メールマガジンのご案内 もう登録は
お済みですか？

Q2
登録しているメールアドレスを
変更できますか。

Q4
メールマガジンに掲載してある
リンク先は安全ですか。Q3

登録するメールアドレス等の
情報漏えいが心配です。

Q1
登録メールを
送信したのですが、
返信メールが届きません。
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